
告 示

�愛媛県告示第９８０号
愛媛県県税賦課徴収条例（昭和２５年愛媛県条例第２１号）第８条第

１項の規定により、平成３０年７月豪雨に係る愛媛県県税賦課徴収条

例の規定による県税の申告等の期限の延長（平成３０年７月愛媛県告

示第７１８号）において別に定めることとされた日については、その

期限が平成３０年７月５日から同年１１月２６日までの間に到来するもの

について、同月２７日とする。

平成３０年１０月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広
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